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はじめに 

この住宅性能証明書の発行業務要領は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場

合の贈与税非課税措置に係る平成 27 年度税制改正について（平成 27 年 4 月 1 日国土交通

省住宅局通知）」に基づく「非課税限度額加算の対象家屋であることを証する書類」のうち、

指定確認検査機関が発行する証明書について、発行申請、書類審査、現場検査、証明書発

行の手続き及び書類審査・現場検査実施要領を示します。 

 

1. 概要 

（1）制度の概要 
直系尊属（父母や祖父母）から自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増

改築等のための住宅取得等資金を贈与により取得した場合に、一定金額までの贈与につき

贈与税が非課税となる措置（以下、「贈与税非課税措置」という。）制度です。 

 

（2）平成 27 年度税制改正内容 
平成 27 年度税制改正（平成 27 年～平成 31 年）において一定基準の「省エネ性、耐震性

又はバリアフリー性を満たす住宅（床面積が 50 ㎡以上 240 ㎡未満が対象）」について非課

税限度額が 500 万円加算されることになり、この 500 万円加算制度を利用する際に必要な

一部の証明書（以下、「証明書」という。）を指定確認検査機関が発行できることになりま

した。 

 一般財団法人さいたま住宅検査センター（以下、「センター」という。）は、設計図書等

により証明書の発行を申請する家屋が「省エネ性、耐震性又はバリアフリー性を満たす住

宅」であることの判断基準との照合を行い、そのうえで当該家屋の状況確認のための現場

検査を行い、設計図書に従っていることの信頼性を確認し、検査の結果判断基準に適合す

ると判断される場合に証明書を発行します。 

 
（3）非課税限度額加算の対象基準 
 ・住宅の新築又は新築住宅の取得の場合は、次のいずれかの基準に適合するもの 

① 評価方法基準（平成 13 年国土交通省告示第 1347 号）第５の５の５－１【断熱等

性能等級】(３)の等級４の基準又は評価方法基準第５の５の５－２【一次エネルギ

ー消費量等級】(３)の等級４若しくは等級５の基準に適合していること 
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※贈与年、申請日によっては、平成 26 年国土交通省告示第 151 号による改正前の

評価方法基準第５の５の５－１【省エネルギー対策等級】（３）の等級４の基準に

適合している場合でも可。   

   

②評価方法基準第 5 の 1 の 1－1【耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）】（3）の等級２

若しくは等級３の基準又は評価方法基準 5 の 1 の 1－3【その他（地震に対する構造

躯体の倒壊等防止及び損傷防止）】（3）の免震建築物の基準に適合していること 

 

③評価方法基準第５の９の９－１【高齢者等配慮対策等級（専用部分）】(３)の等級３、

等級４又は等級５の基準に適合していること 

 

（4）非課税限度額加算の対象家屋であることを証明する書類 
 ・住宅の新築又は新築住宅の購入の場合は、次のいずれかの書類 

① 住宅性能証明書 

※（3）①注意書きに掲げる基準に適合する住宅用の家屋とされたものも証明書類

となる。 

②  建設住宅性能評価書の写し 

ただし当該住宅用の家屋に関し、次のいずれかの性能を有していることが証明され

たものに限り有効となることに留意されたい。 

・ 日本住宅性能表示基準（平成 13 年国土交通省告示第 1346 号）別表１の５－１断  

熱等性能等級に係る評価が等級４であるもの 

      ・ 日本住宅性能表示基準別表１の５－２一次エネルギー消費量等級に係る評価が等

級４又は等級５であるもの 

・ 日本住宅性能表示基準別表１の１－１耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）に係る

評価が等級２又は等級３であるもの 

・ 日本住宅性能表示基準別表１の１－３その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防

止及び損傷防止）に係る評価が免震建築物であるもの 

・ 日本住宅性能表示基準別表１の９－１高齢者等配慮対策等級（専用部分）に係る

評価が等級３、等級４若しくは等級５であるもの 

  ※ 平成 27 年３月 31 日以前に設計住宅性能評価の申請があった場合は、以下の性

能を有していることが証明された建設住宅性能評価書の写しも証明書類となる。 

・ 平成 26 年消費者庁・国土交通省告示第１号第２条の規定による改正前の日本住

宅性能表示基準別表１の５－１省エネルギー対策等級に係る評価が等級４であるも

の  

③  認定長期優良住宅に係る認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書等 

④  認定低炭素住宅に係る認定通知書及び認定低炭素住宅建築証明書等 
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2.証明書発行の申請 

（1）証明申請者とは 
贈与税非課税措置を申請するために証明書の交付を受けようとする者で、証明書発行の

対象とする住宅の所有者若しくは取得者をいいます。 

 
（2）申請代理人とは 
上記の「証明書発行の対象とする住宅」の証明書発行の申請、証明手数料の支払い、現

場検査立会い等につき、証明申請者から委任された者をいいます。 

 

（3）審査の内容 
証明申請者又は申請代理人から証明書発行の申請を受け、書類審査及び現場検査により

審査を行います。 

①書類審査 

設計図書等の内容を確認し、申請された家屋が「省エネ性、耐震性又はバリアフリ

ー性を満たす住宅」であることの判断基準との照合を行う。 

  ②現場検査 

   申請された家屋の施工について、現場検査員が目視、計測等により、上記①の設計 

図書に従っていることの信頼性を確認する。 

 

（4）証明書発行申請に必要な書類（設計図書等） 
証明申請者又は申請代理人は、以下の書類正副２部を添付して証明書発行を申請します。 

※ 審査に必要な添付書類が揃っていることを確認した後、引受承諾書を発行し、書類 

審査を開始します。添付書類に不足がある場合は、その旨を証明申請者又は申請代理

人に連絡します。必要書類が提出されるまで書類審査を開始することができませんの

でご注意ください。 
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省エネ性 耐震性 バリアフリー性

・申請書
・設計内容説明書（断熱等対
策等級4、一次エネルギー消
費量等級4又は5、省エネル
ギー対策等級4を説明するも
の）
・付近見取り図
・配置図
・仕上表（断熱の仕様がわか
るもの。各階平面図に記載が
あれば省略可）
・各階平面図（開口部の位置
及び構造を記載）
・立面図
・断面図又は矩形図（軒及び
庇の出、軒の高さ、外壁、屋
根、天井、小屋裏、床、床下
及び基礎の構造を記載）
・建具表（断熱の仕様がわか
るもの。各階平面図に記載が
あれば省略可）
・計算書（計算による場合）
・外皮等面積表（省エネル
ギー対策等級を除く）
・設備機器仕上表（一次エネ
ルギー消費量等級の場合）
・その他審査に必要な書類

・申請書
・設計内容説明書（耐震等級
2又は等級3を説明するもの）
・付近見取り図
・配置図
・各階平面図（壁及び筋交い
の位置及び種類、通し柱の
位置を記載）
・立面図
・断面図又は矩形図（外壁、
屋根、天井、小屋裏、床、床
下及び基礎の構造を記載）
・基礎伏図
・各階床伏図
・小屋伏図
・計算書（壁量計算等）
・その他審査に必要な書類

・申請書
・設計内容説明書（高齢者等
配慮対策等級3又は等級4を
説明するもの）
・付近見取り図
・配置図
・各階平面図
・立面図
・仕上表（バリアフリーの仕様
がわかるもの。他図面に記載
があれば省略可）
・詳細図（バリアフリーの仕様
がわかるもの。他図面に記載
があれば省略可）
・その他審査に必要な書類

 

（5）現場検査の実施時期 
現場検査は、下表の工事施工段階の時期に目視、計測等により実施します。 

種別 検査回数 検査時期 備考 

省エネ住宅 

1 回目 

躯体の断熱材、開口部の建具、結

露発生防止対策の施工状況を目

視、計測等により確認できる時期

 

2 回目 

竣工時 

（※新築住宅の取得の場合は、竣

工時の検査 1 回となりますが、

住宅の新築の現場検査と検査内

容が異なります。） 

ただし、当センターで建

築基準法の完了検査を

実施する場合は手数料

を減額する。 

耐震住宅 1 回目 基礎配筋完了時 

ただし、当センターで他

の制度の検査を実施す

る場合は手数料を減額

する。 
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2 回目 

躯体（基礎、土台、柱、床組、耐

力壁、小屋組等）の施工状況を目

視、計測等により確認できる時期

ただし、当センターで他

の制度の検査を実施す

る場合は手数料を減額

する。 

3 回目 竣工時 

ただし、当センターで建

築基準法の完了検査を

実施する場合は手数料

を減額する。 

バリアフリー

住宅 

１回目 

躯体（基礎、土台、柱、床組、耐

力壁、小屋組等）の施工状況を目

視、計測等により確認できる時期

ただし、当センターで他

の制度の検査を実施す

る場合は手数料を減額

する。 

2 回目 

竣工時 

（※新築住宅の取得の場合は、竣

工時の検査 1 回となりますが、住

宅の新築の現場検査と検査内容が

異なります。） 

ただし、当センターで建

築基準法の完了検査を

実施する場合は手数料

を減額する。 

 

なお、既に工事が進捗していて建設段階の確認ができない物件については、施工写真等

の確認により実施しますが、これらの施工記録等により設計図書とおりに施工されている

ことが確認できない場合は、住宅性能証明書を発行できないことがあります。 

 

3.書類審査・現場検査実施要領 

（1）書類審査時に照合又は確認する内容 
以下により、提出図書等の審査をします。また、センターにおいて交付した、設計住

宅性能評価書、長期優良住宅技術的審査適合証、低炭素建築物新築等計画に係る技術的

審査適合証、フラット３５S 適合証明書等により、省エネ性、耐震性又はバリアフリー性

の基準に適合していることが確認できる場合は、審査を省略することができます。 

①省エネ住宅 

・住宅の新築又は新築住宅の取得の場合 

設計図書等により、申請に係る住宅用の家屋における躯体の断熱性能等に関する基 

準、開口部の断熱性能等に関する基準、結露の発生を防止する対策に関する基準等、

又、一次エネルギー消費量等級の性能基準にあっては、計算プログラムの出力様式を

もとに、図面、設備機器仕上げ表等の情報が正しく計算プログラムに入力されている

ことを確認し、計算プログラムにより算出された一次エネルギー消費量が基準値を満
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たしていることを確認します。仕様基準を用いる場合、設計図書等に記載された各設

備の仕様が基準に適合していることを確認します。 

 

  ②耐震住宅 

・住宅の新築の場合 

設計図書等により、申請に係る住宅用の家屋における計算方法及び工法ごとの耐震 

性能に関する基準等との照合を行います。 

 

③バリアフリー住宅 

・住宅の新築又は新築住宅の取得の場合 

  設計図書により、申請に係る住宅用の家屋について、高齢者等配慮に関する基準等

との照合を行う。 

 

（2）現場検査時に確認する内容 
以下により、提出図書等と現場の信頼性を検査します。 

①省エネ住宅 

・住宅の新築又は新築住宅の取得の場合（断熱等性能等級、省エネルギー対策等級） 

申請に係る家屋の施工について、目視、計測等により当該設計図書に従っているこ 

との信頼性を確認します。 

ただし、既に工事が完了している等、工事施工段階の時期に目視、計測等ができな

い場合には、施工時の写真等の確認のほか、竣工時に小屋裏の点検口から断熱材が設

置されていることを確認します。また、小屋裏の点検口から確認することが困難であ

る場合には、屋外に面した壁に設置されたスイッチ、コンセント等目視しやすい所を

居室ごとに１箇所ずつ確認します。これらの施工記録、検査方法等により設計図書と

おりの施工されていることが確認できない場合は、住宅性能証明書を発行できないこ

とがあります。 

 

・住宅の新築又は新築住宅の取得の場合（一次エネルギー消費量等級） 

（1）外皮性能の確認 

①躯体、断熱材等 

躯体、断熱材の種類、厚さ及び施工方法を確認します。 

②開口部 

開口部の仕様及び面積を確認します。また、一次エネルギー消費量の算出において、

通風計画を考慮する場合は、通風計画に係る住宅内部の開口部の設置状況についても

確認します。 

③庇、軒、付属部材等 
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庇、軒、付属部材等の仕様及び設置状況を確認します。 

④蓄熱材 

蓄熱材の仕様及び設置状況を確認します。一次エネルギー消費量の算出において、蓄

熱材を考慮しない場合、確認は不要です。 

（2）設備機器、部品等の確認 

①暖房設備、冷房設備、付属設備等 

・暖房設備、冷房設備の種別、型番及び設置状況を全居室について確認します。一次

エネルギー消費量の算出において、設備機器の効率を考慮しない場合は、型番の確認

は不要です。 

・付属設備を要する設備機器については、付属設備の設置状況を確認します。 

・設備機器を設置しないものとして設計時に評価を行っている場合は、設備機器が設

置されていないことを確認します。 

②換気設備 

・換気設備の種別及び型番を確認します。一次エネルギー消費量の算出において、設

備機器の効率を考慮しない場合は、型番の確認は不要です。 

③照明設備 

・照明設備の種別（白熱灯の有無）を確認します。型番の確認は原則不要です。また、

一つでも白熱灯を設置している場合は「白熱灯あり」の評価となるのでご注意くださ

い。 

・一次エネルギー消費量の算出において、調光又は人感センサーの省エネルギー性能

を考慮する場合は、設備機器の作動確認を行います。作動確認が困難な場合は、型番

等により調光又は人感センサーの機能を有する照明設備であることを確認します。 

・一次エネルギー消費量の算出において、多灯分散照明による省エネルギー性能を考

慮する場合は、照明の配置を確認します。 

・設備機器を設置しないものとして設計時に評価を行っている場合は、設備機器が設

置されていないことを確認します。 

④給湯設備、配管、水栓、浴槽等 

・給湯設備の種別、型番を確認します。一次エネルギー消費量の算出において、設備

機器の効率を考慮しない場合は型番の確認は不要ですが、「給湯単機能」、「ふろ給湯器

（追焚あり）」又は「ふろ給湯器（追焚なし）」の別が確認出来ない場合は型番を確認

します。 

・一次エネルギー消費量の算出において、高断熱浴槽、配管方式又は節水型水栓の省

エネルギー性能を考慮する場合は、それらの設備の仕様及び設置状況を確認します。 

・太陽熱利用給湯設備を利用する場合は、集熱パネルの設置状況を確認します。 

・設備機器を設置しないものとして設計時に評価を行っている場合は、設 

備機器が設置されていないことを確認します。 



 10

⑤エネルギー利用効率化設備 

・一次エネルギー消費量の算出において、太陽光発電の省エネルギー性能を考慮する

場合は、設備機器の型番及び設置状況を確認します。 

・コージェネレーションシステムを設置する場合は、機器の型番を確認します。 

 

※設備機器の型番が現地で目視できない場合について 

型番の確認が必要な設備機器について、型番が現地で目視できない場合は納品書等

の型番が確認できる書類により確認します。 

 

    ※設計検査時に想定していた建材、設備機器、部品等の仕様に変更が生じたことによ

り、省エネルギー性能が低下し、基準に適合しなくなる可能性がある場合は、一次エ

ネルギー消費量の再計算結果の提出が必要となります。 

 

②耐震住宅 

・住宅の新築の場合 

申請に係る家屋の施工について、目視、計測等により当該設計図書に従っているこ 

との信頼性を確認します。 

 

  ③バリアフリー住宅 

・住宅の新築又は新築住宅の取得の場合 

  申請に係る家屋の施工について、目視、計測等により当該設計図書に従っているこ

との信頼性を確認します。 

  ただし、既に工事が完了している等、工事施工段階の時期に目視、計測等ができな

い場合には、各階平面図等の設計図書等により、申請に係る住宅用の家屋について、

高齢者等配慮に関する基準等との照合を行い、当該家屋が、高齢者等配慮対策等級（専

用部分）３、４又は５の基準に適合していることを確認します。 

 

4.住宅性能証明書の発行 

 書類審査、現場検査の結果に基づき、次のそれぞれの場合に基準に適合すると判断され

る場合は、住宅性能証明書を発行します。 

①省エネ住宅 

・住宅の新築又は新築住宅の取得の場合 

申請された家屋が評価方法基準（平成 13 年国土交通省告示第 1347 号）第５の５の

５－１【断熱等性能等級】(３)の等級４の基準又は評価方法基準第５の５の５－２【一

次エネルギー消費量等級】(３)の等級４若しくは等級５の基準に適合すると判断される
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場合は、その旨を住宅性能証明書により証明します。 

※平成 27 年３月 31 日以前に旧住宅性能証明書の申請があった場合は、平成 26 年国

土交通省告示第 151 号による改正前の評価方法基準第５の５の５－１【省エネルギー

対策等級】（３）の等級４の基準に適合していると判断される場合は、その旨を住宅性

能証明書により証明します。 

 

②耐震住宅 

・住宅の新築の場合 

申請された家屋が評価方法基準第 5 の 1 の 1‐1【耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）】 

（3）の等級 2 若しくは等級 3 の基準又は評価方法基準第 5 の 1 の 1‐3【その他（地

震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）】（3）の免震建築物の基準に適合する

と判断される場合は、その旨を住宅性能証明書により証明します。 

 

③バリアフリー住宅 

・住宅の新築又は新築住宅の取得の場合 

申請された家屋が評価方法基準第５の９の９－１【高齢者等配慮対策等級（専用部

分）】(３)の等級３、等級４又は等級５の基準に適合すると判断される場合は、その旨

を住宅性能証明書により証明します。 

 

5.料金 

 料金については、別紙料金表によります。 

 

6.帳簿の作成・保存 

センターは、次の（1）から（9）までに掲げる事項を記載した証明書の発行業務管理帳

簿（以下「帳簿」という。）を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等

において、個人情報及び秘密情報が漏れることなく、かつ、証明書の発行業務以外の目的

で複製、利用等がされない、確実な方法で保存します。 

 

（1）申請者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地  

（2）証明書の発行業務の対象となる建築物の名称  

（3）証明書の発行業務の対象となる住宅の家屋番号及び所在地  

（4）証明書の発行業務の対象となる住宅の建て方  

（5）証明書の発行業務の対象となる住宅に適用した住宅性能  

（6）適合審査の申請を受けた年月日  
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（7）適合審査を行った審査員の氏名  

（8）適合審査料金の金額  

（9）証明書の発行を行った年月日 又は不適合通知書の発行を行った年月日  

 

ただし、上記に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記

録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示

されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって「帳簿」に代えることができる。 

 

 

平成 24 年 9 月 1日制定  

平成 26 年 4 月 1日改訂 

平成 27 年 9 月 30 日改訂 
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7.申請から証明書発行までのフロー 

証明書申請者 さいたま住宅検査センター 

●申請から審査までのフロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●検査実施のフロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅所有者（個人）

 

 

 代理者 

1 申請書作成 
・住宅性能証明申請書 
・添付図書一式 

2 申請書受付 
・申請書類の確認 
・受付番号の発番 

3 引受承諾書の発行 
4 請求書の発行 

5 引受承諾書の受領 
6 請求書の受領 

8 申請書類の審査 
・質疑、訂正事項のまとめ 

9 質疑、訂正受取り 
訂正、質疑応答 

7 手数料の銀行振込み 

委任状 窓口へ申請 

10 申請図書の訂正 11 訂正事項の確認 
・訂正完了の確認 
12 手数料振込確認 

13 現場検査の申込 
日程調整 

16 検査の立会い 

18 住宅性能証明書受取 

【検査情報センター】 
14 検査の受付 

15 検査の実施 

17住宅性能証明書発行 

合格 
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別紙.住宅性能証明書発行業務手数料 

 

新築戸建て住宅                           単位：円・税込 

適合基準 種別 
検査 

回数 
現場検査時期 一般 

基準適合書類

がある場合 

省エネルギー 

性 

住宅の新築 2 回 
断熱材施工完了時

58,320 42,120 
竣工時 

新築住宅 

の取得 
1 回 竣工時 58,320 42,120 

耐震性 

住宅の新築 3 回 

基礎配筋完了時 

79,920 55,080 屋根工事完了時 

竣工時 

新築住宅 

の取得 
  

バリアフリー 

性 

住宅の新築 2 回 

下地張り直前工事

の完了時 44,280 39.960 

竣工時 

新築住宅 

の取得 
1 回 竣工時 44,280 39,960 

当センターが行う他の業務の現場検査が同時の場合については、検査毎に上記の料金から 6,480 円を減じ

た額とします。 

 

※１ 基準適合書類とは設計住宅性能評価書、フラット 35S 適合証明書等で各性能基準に適

合しているのもの、長期優良住宅技術審査適合証等で省エネ性、耐震性に適合しているも

の、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証等で省エネ性に適合しているもの。 

 

※2 共同住宅等は別途見積りとなります。 
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検査に係る追加料金              

単位：円・税込 

（税抜） 

（い）地  域 （ろ）手数料 

茨城県 

 石岡市、笠間市、稲敷市、か

すみがうら市、桜川市 

栃木県 

 宇都宮市、鹿沼市、真岡市、 

 上三川町、益子町、芳賀町 

群馬県 

 沼田市、安中市、上野村、下

仁田町、南牧村、東吾妻町、

川場村、昭和村 

3,240 

（3,000） 

茨城県 

 水戸市 

栃木県 

 さくら市、茂木町、市貝町、 

 高根沢町 

千葉県 

 木更津市、市原市、袖ケ浦市 

5,400 

(5,000) 

 

 


